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（ 住民と自治」８月号付録）「

０５・７・０２京都自治体問題研究所総会 記念講演から（一部抜粋）

日本の地方自治 その歴史と未来

内発的発展と維持可能な社会を求めて

宮本 憲一（大阪市大名誉教授 前滋賀大学長）

はじめに

いま世界的にも分権の問題が議論がさ

れ、地方自治の命運を問う時代がきていま

す。それは経済のグローバリゼーション、

それから国際政治がアメリカの覇権的な軍

事的な支配により非常に大きな変動期がき

ております。そのなかで近代国民国家をど

う再編成するのか、ということがいま世界

的な課題になり、その国民国家の再編成と

関連し、世界的に分権の問題が議論されて

いるわけです。

日本の場合、それに加え、他の資本主義

国よりも 年ぐらい遅れて深刻な財政危20

機になり、その財政危機の再建とからめて

分権の問題がクローズアップされていま

▲記念講演いただいた宮本先生

すが、分権の時代の中でどういう選択をす

べきかについて、いま私たちが考えなけれ

ばならないところにきています。
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１．地方自治とは何か

地方自治は住民が生産と生活のための

共同社会的条件(社会資本、資源や環境な

ど）を維持するために、社会的権力として

の自治体をつくり、それに参加し発展に寄

与することである──というふうに思いま

す。通常、行政学では地方自治は団体自治

と住民自治の二つあるといわれています。

団体自治が大陸型、住民自治がアングロ・

サクソン型といわれるのですが、最近の動

向をみていますとむしろアングロ・サクソ

ン型経営のほうが団体自治的になり、あま

りそうは言えない。

杉原泰雄さんが「憲法学者の多くは憲法

第９条ほど熱心に地方自治について十分に

議論してこなかったのではないか、地方自

治の本旨は何かということについてもっと

議論すべきであったのではないか」と書か

れています。憲法学者の大部分は国民国家

の１つの制度として団体自治ということを

強く申されますが私はそうは思わない。国

民国家以前に自治体があり、国民国家は資

本主義後に成立をした。それ以前から共同

社会というものがあり、共同社会を維持す

るための権力、たとえば都市というものが

先にあったわけです。そういう意味では国

民国家以前に住民がさきほどいったような

共同社会というものを維持するために自分

たちで権力をつくって統治をし、そして国

民国家はあとから出てくるわけです。

地方自治ということを考える場合、基本

は住民自治であります。住民自治を基礎に

して団体自治があり、そして団体自治とい

うのは国家が自治体に対して一定の自治権

を委ねていることであります。またどうい

う自治権をもつかということについても、

住民自治が基礎にあってはじめて団体自治

が有効に動くかどうかが決まってくるのだ

ろうと思う。この点で日本の分権の流れを

みますと、そこのところが実に曖昧です。

日本の分権はどちらかというと全部団体自

治です。つまり国が地方に事務をどう配分

するのか、どういう行財政のうえで自治権

をどうするのか、ということになっていま

すが、実はそうでない。ほんとうに地方自

治をすすめようとすれば、分権だけではダ

メなのであって、住民自治が保障されてい

なければならない。住民が主人公としてそ

の地域において統治権をもつ、その自覚と

実際に統治をするということがあって地方

自治というのは発展する、ということを最

初に申しておかなければいけないと思って

います。

２．地方自治の歴史

私は未来を語るために歴史は必要だと思

っています。どうやって未来を展望するか

という場合、私たちが得る教訓・理論とい

うのはすべて歴史の流れの中で生まれてく

るのであって、歴史と現実なしに未来を語

るのであればそれは幻想・夢想であると私

は思う。とりわけ社会の状況というのは自

然の状況と違います。自然科学は実験でき
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ますが、社会科学は実験できません。従っ

てわれわれは現実を見ながら、そこで歴史

の教訓、あるいは諸外国の実例というもの

を参考にして政策を考えるわけでありま

す。とくに日本の場合、歴史の教訓という

のは地方自治の上ではきわめて重大であり

ます。

：宮本先生はこのあと、明治以降の地方自治の歴史や分権をめぐ事務局よりお詫びとご案内

る流れをくわしく講演されました。誌面の都合で割愛させていただきます。先生の講演内容

の全文は研究所にあります。インターネットでも掲載しています。また、先生の著作「日本

の地方自治 その歴史と未来」を参照・学習ください。

３．地方自治の未来

（１）京都の未来は憲法で

私はいまの京都の現状を考えてこれから

皆さん方に是非議論をしていただきたいと

思っていることがいくつかあります。１つ

は憲法の改悪というものをどうしても阻止

しなくてはならない。改憲をすることを通

じて、分権というものが進められるという

ことはたいへん危険なことであります。も

ともと地方自治は、民主主義の小学校と言

われていますように、住民の基本的な権利

であります。これを憲法は「地方自治の本

旨」という形で守っているわけで、どうし

ても憲法の改悪に反対をしなければいけな

い。蜷川さんが言っていた「憲法を暮らし

の中に生かす」という、これがやはりこれ

からの京都の未来をつくっていくものでは

ないかと思います。

地方自治というのは、三権分立というの

ですが、三権分立プラス地方自治があるこ

とによって民主主義は保障されるのです。

地方自治の役割というのは三権分立と同じ

ように、中央政府がやっていることを是正

する力というものをもつことが地方自治の

重要な機能です。ですからそういう意味で

は三権分立ではなくて四権分立だと思う。

地方自治が生かされることによって非常に

右傾化しつつある日本の状況を是正しう

る。そういう自治体行政をつくらなければ

いけないのではないかと思う。少なくとも

あの高度成長時代に京都府が破壊されるこ

とを防いだ。いま日本に京都があってよか

った、という言葉がありますが、日本に京

都があってよかったことをつくったのは蜷

川さんだと思う。あの人と対談したときに

「宮本さん、議員は私をつかまえて 『お、

まえがいるから補助金が来ない。京都の行

政投資をみると全国で最下位に近いじゃな

いか』と言うんだけども、泥水が来るよう

なパイプはいらない。パイプがない、パイ

プがないと言うけども、泥水を流すような

パイプなんかはじめからいらないんだ」と

言われていましたが、私は名言だと思って

います。中央政府が非常に間違った開発を

やるときに自治体がそうでない旗印をたて

ていることがむしろ中央政府についても非
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常に大きなチェック装置になるわけです。

私は憲法を暮らしの中に生かすような再建

がいま何よりも求められているのではない

かと思います。蜷川さんが維持してきた環

境保全、歴史的町並み、景観保全というの

を大切にするような京都府政をつくらなけ

ればいけない。京都は恵まれています。戦

災に遭わなかった伝統ある京都市というの

があり、同時に丹後地域があり、そして日

本海があって、都市と農村が共生しうる１

つの実験場だと思う。

（２）持続可能な社会へ可能性いっぱいの京都

私はずっと内発的発展論と言ってきてい

るのですが、内発的発展論というのはやは

り主体が問題で、内発的発展しうる人材、

そして環境というものがなければならな

い。そういうところがないところが苦闘し

て内発的発展をやっていますが、京都はそ

ういう可能性を充分にもっている地域で

す。この地域でどのようにしてそういうサ

（ ）スティナブルソサエティ 持続可能な社会

をつくっていくのか、この地域がもっとも

人類にとって目標になりうるような維持可

能な社会を地域で実践していくのか。これ

から自治体問題研究所が目指さなければな

らないところでないかと思っています。

状況は非常にいいとは言えないわけで、

道州制の問題もすでにはじまろうとしてい

まして、この道州制をどうするかという問

題にまずはっきりした意見を出さなければ

いけないと思います。関西はほんとうは三

都がありまして、もっとも自立した都市文

化というのをそれぞれがもっている地域で

あり、道州制はもっとも必要でない地域で

す。ところが残念ながら関西の経済界はも

っとも熱心に道州制を要求しているわけで

す。東京都の場合であれば、その道州制は

意味があるかもしれませんが、関西にはま

ったく意味がないものを要求してはいけな

いと思います。まだまだ知事会も抵抗する

と思いますが、道州制についてははっきり

と反対をすべきではないかと思います。同

時に広域行政と関連してどんな狭域行政を

つくるかということも展望をもっていなけ

ればいけない。やはりコミュニティレベル

で住民がはじめて自治体の行政を掌にして

それを統治できるのでありまして、区域が

広く人口が多いとなかなか住民の自治とい

うのは実現しない。私は京都市については

やはり区を自治体にするということが必要

でありますし、その他の都市や農村につい

ても私はコミュニティレベルでの協議会を

設けるべきではないかと思っています。こ

れは他の国でもたとえばニューヨークなん

かが地区住民協議会というのがありまし

て、 人の自発的な名誉職の住民が協議50

会をつくり、そこで地域のまちづくりの協

議をする。あるいはイタリアの地区住民評

議会のような形のものがこれからの狭域行

政の母体として必要だと思います。たとえ

ば、姉小路の界隈を考える会みたいなもの

でもいいと思う。ああいう形で１つの界隈

で自分たちの町の運命を考えていくような

会が自発的にできていくものを私は自治体

・行政が尊重していく。そういうものをつ

くっていかなければならないのではないか
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と思っています。

（３）公務員労働者・公務員労働組合の奮起で公共性の明示を

いまのこの状況の下で、私は公務員労働

組合の奮起を最後に述べておきたいと思い

ます。

いまほど公務労働者が自信を失っている

ときはないと思う。ぼくは分権一括法がで

きたときにちょっと誤ったのは、分権一括

法を批判するだけではなくて、そこから生

まれる新しい制度の下で、地方公務員とい

うのはどういう任務を新しくもつべきかに

ついてもっと積極的な討論をしておくべき

であったと思います。受け身になっていた

わけです。

やはり公務員労働組合は公共性というも

のを堅持する労働者であります。この間も

国公労の公共性に関するシンポジウムがあ

ったのですが、たとえば安全の問題なんか

は、まさに公務労働者の公共性のもっとも

中心的な問題です。それを航空行政官はな

んとなくただ抽象的に公共性を言うだけで

あります。公共性というのは具体的に言わ

なければいけない。なぜ公務労働が必要な

のか、それぞれの職場でどんな公共性とい

うのが要求され、これはなぜ民間に委譲で

。 、きないのか このことを明確にしないまま

「公共性がある労働だから民営化反対だ」

というだけでは住民には何も分からないと

思う。やはり公務労働者でなければできな

い公共性というものを明示してほしいと思

。 。う それは各行政についてあると思います

たとえば緊急に必要な災害の問題につい

て、これはちゃんとしたリスクのマップを

つくりうるのは、公務労働者しかできない

仕事です。こういうのを民間でやるといっ

、 、ても 民間は業者の圧力が加わりますから

そういう災害危険予想図なんていうのはキ

チッとつくって、しかもそれにどういう規

制をかけるかということについて明確な方

針を出しうるのは公務員しかいない。そう

いう意味でそれぞれの職場で、ほんとうに

守らなければならない公共性についての具

体性をぜひ明示していただきたい。

公害問題がこれだけ行政の中に採り入れ

られたのは、かつて三重県職と四日市市職

が四日市の公害問題で果たした役割によっ

て市民の意識が変わったわけであります。

そういう意味で私は市民の意識が変わるよ

うな、具体的な公務労働者の運動を期待し

ています。

そしてぜひ経営主義になっているものを

やめさせて、いまは政策の段階で経営の段

階ではない。つまり経営というのは内向き

のものでどうやって切っていくかというこ

とですから、そうじゃない、これからはど

う住民といっしょに町をつくっていくかと

。 、いう政策の段階です いつまでも都市経営

都市経営といっている、あるいは民間の効

率主義でやるようなことをやらないで、ど

うやって住民に共同してもらって自治体を

維持するかという外向きに政策論を展開さ

れるよう希望いたします。

（注：整理、中見出しは事務局でおこないま

した）
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経済研究会情報 ⑩

経済研究会からの政策提言に向けて

京都経済研究会事務局 大貝 健二（京都大学大学院）

月以降、京都経済研究会の活動は、一4

年間議論を重ねてきた成果としての政策提

言の構成と内容を、具体的に考えていく段

。 、階に入ってきています 今回の研究会では

当研究会からの提言として大きな柱をな

す、中小企業地域振興基本条例を考えてい

く上で参考となる全国的な動向、そして京

都の中小企業団体の最近の動向を藤沢敏明

氏に報告していただきました。

藤沢氏の報告は、①京都の中小企業の景

況の動向、②なぜ中小企業地域振興基本条

例が必要なのか、③具体的な政策提言を行

4っていくうえでの、全国の中小企業団体

団体の政策要望の比較・検討と、大きく分

けて つの柱にまとめられています。3

まず、①京都の中小企業の景況の動向に

関しては、京都中小企業家同友会で、半年

に一度行っている景況調査の報告書を基に

。 、説明されました 同友会景況調査によると

京都の中小企業の景況は、新聞などで言わ

れているような「回復」とはほど遠く、依

然として閉塞感に包まれていることがあげ

られました。

次に、②なぜ中小企業地域振興基本条例

が必要なのかということに関しては、経済

のグローバル化の進展により、ⅰ地域の経

済基盤が崩れてしまっていることや、ⅱ急

速に進行している少子高齢化に伴う担税力

の後退により、地方自治体の財政収入が激

減していくであろうという予測を取り上げ

て、説明していただきました。その中で、

10地域の産業を再生させるには 短くても、

年単位の長期的な視点が必要であり、ⅲ地

方自治体による政策評価の判断基準を設け

ること、及び意識改革を促すためにも中小

企業地域振興基本条例が必要であるとのこ

とでした。さらに、実際にⅳ東京・墨田区

や、大阪・八尾市のように、すでに中小企

業地域振興基本条例ができている先進事例

を取り上げ、条例の果たしている役割が説

明されました。

そして、③具体的な政策提言を行ってい

くうえでの、全国の中小企業団体 団体の4

政策要望の比較・検討に関しては、４つの

中小企業団体の政策要望を比較しつつ、今

後の可能性について説明されました。藤沢

氏からは、各中小企業団体が掲げている政

策要望には、少なからぬ相違点はあるもの

の、決して大きなものではないこと、中小

企業政策は 「景気対策」と税制問題が焦、

点になりつつあること、中小企業団体の政

策要望が対象とする政策範囲のほうが、中

小企業政策の枠組みを超えていることなど

が指摘されました。このような状況を見た

うえで、中小企業団体間の協調行動の可能

性を探ることや、中小企業政策の枠を超え

た中小企業団体の政策要望の実現のために

も、中小企業地域振興基本条例をつくる運
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動は必要不可欠であると強調されました。

以上の報告を踏まえて、今後の経済研究

会の政策提言をどのように進めていくかと

いうことについて議論が進められました。

現在のところ、条例化をしている基礎自治

体は、府県を含めて ほどあり、まだ条196

例としては成立していないが、議論が進ん

でいるところは多いという指摘もありまし

た。

また、八尾市の中小企業地域経済振興基

本条例に関しての議論では、法制度的な側

面で基本条例が意義をなすのは、 年1999

の中小企業基本法の改正により、新たに盛

り込まれた同法第 条の地方自治体の責務6

の項目を、有効に利用していることではな

いかという意見や、実際に八尾市の基本条

例では、第３条で、地域づくり、行政や市

民等と連携・協力、企業の社会的責任を盛

り込むことにより、大企業規制も含め、幅

広い活動が展開できているとの指摘も出さ

れました。そして、京都でもこれから秋に

向けて提案をしていく中で、藤沢氏の報告

にもあるように、地域を支えるのは、地域

の中小企業であるというスタンスで、現在

の京都府政の政策の対案を考えていく必要

があるとの意見も出されました。

浮島丸殉難６０周年企画

東アジアの人々と「浮島丸事件」と「平和」について話し合います

品田 茂（舞鶴市職労書記次長・当研究所理事）

終戦直後の１９４５年８月２４日、旧海

軍の輸送船「浮島丸」は、突然の爆発によ

って舞鶴湾に沈没しました。船には青森地

方で苦役を強いられていた数千人の朝鮮人

が乗船していました。政府の発表では、こ

の爆沈によって朝鮮人５２４人、日本人乗

組員２５人が死亡しました。しかし、事件

発生当初から爆発原因、乗船者数、死亡者

数などに不明な点や疑義があるために 浮、「

島丸事件」と称されています。

地元舞鶴市で犠牲者の追悼事業を長年に

わたって続けている「浮島丸殉難者を追悼

する会 （以下 「追悼する会 ）は、毎年」 、 」

８月２４日に追悼集会を開催しています。

、 「 」 、また １９７８年には 殉難の碑 を建立

１９８９年に『浮島丸事件の記録』刊行、

そして戦後５０年の１９９５年には日本の

加害責任を描いた映画「エイジアン・ブル

ー 浮島丸サコン」製作・上映への協力な

どの活動を行ってきています。

今年は戦後６０年企画として、追悼する

、 （ ）会主催により ２００５年８月２４日 水

に、舞鶴市商工観光センターで 「浮島丸、

殉難６０周年企画 東アジア国際平和シン

ポジウム～浮島丸事件：東北アジアの平和

のための条件を考える」を開催します。

コーディネーターは浅井基文氏（広島市

立大学広島平和研究所所長 。パネリスト）

は金勲氏（中国・北京大学副教授 、趙載）

国氏（韓国・延世大学教授 、伊藤正昭氏）

（映画「エイジアン・ブルー 浮島丸サコ
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ン」製作者 、須永安郎氏（浮島丸殉難者）

を追悼する会事務局長）の各氏です。

今回のシンポは、浮島丸事件、市民によ

る追悼事業、映画「エイジアン・ブルー」

などを具体的な事例として扱いながら 浮、「

島丸事件にどう向き合っていくのか 「歴」、

史問題をめぐって緊張度を高める日韓・日

中関係の現状をどう見るか。平和を展望す

るうえで何が求められているのか」などに

ついて考察していきます。

東アジアの研究者・市民の努力によっ

て、このような「対話と交流」を積み重ね

ていくことが 「平和を創る主権者として、

の力量」と「人と人とのつながり」を育ん

でいきます。特に、平和憲法が危機的な状

況にある今の日本にとって、このようなシ

ンポ開催はとても大切なことと、私は思っ

。 、 、ています しかし 率直に申し上げますと

財政的には非常に苦労しています。困って

います。みなさんのご支援とご参加を心か

らお願いいたします。

【郵便振替】０１０３０－７－５９４６５

浮島丸殉難者を追悼する会

美しいマンスリー ⑬（最終回・上）

木屋町は風前の灯火？ それとも風俗の灯火？！

～京都市都心地域の行方～

広原 盛明（元京都府立大学学長）

暑い最中をゼミの学生たちと一緒に木屋

町に調査に出かけた。今年度のゼミのテー

マである「木屋町の再生まちづくり」の一

環としての風俗店調査だ。地元の立誠小学

校の閉鎖以来、周辺一帯への風俗店のなり

ふり構わぬ進出で、いま木屋町は高瀬川の

埋め立て計画以来の歴史上未曾有の危機に

直面しているといってよい。しかし問題は

ひとり木屋町だけにとどまらない。それは

京都市の都心全体の性格を一変させかねな

い危険性を含む深刻な事態というべきだ。

京都のまちづくりを考えるとき、この問題

を看過して奇麗事だけを並べることは「木

を見て森を見ない」ことと同然だろう。

木屋町は高瀬川とともに発展してきた中

心市街地で、南北が三条通と四条通（２．

８キロ 、東西が鴨川と河原町通に挟まれ）

た京都切っての都心繁華街である。江戸初

期（１６１３年）に角倉了以によって淀川

の中継港・伏見港から二条までの全長１０

キロ余りの物流幹線水路として開削された

のが高瀬川、その終点（二条の船留まり）

近くの両側に形成されたのが木屋町で、読

んで字の如く材木・薪・炭などを扱う店が

数多く並んでいた。

木屋町はまた日本最初の路面電車が走っ

たことでも有名だ。平安遷都１１００年記

念事業（１８９４年）として岡崎地区に平

安神宮の建設、第４回内国勧業博覧会が開

催され、大阪からのアクセスとして高瀬川

に沿って民営の路面電車が敷設された。そ

の動力源の電気は、琵琶湖疎水の水流を利
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用した。これも日本最初の蹴上水力発電所

から供給された。木屋町通は、名実ともに

大阪と京都を結ぶ交通幹線だった。しかし

京都市周辺を結ぶ鉄道網が整備されるにつ

れて次第に物流幹線としての機能が縮小

し、京都市の近代化三大事業の一つである

主要街路拡幅と電気軌道（市電）の敷設が

本格化すると、河原町通を拡幅するか高瀬

川を暗渠にして木屋町通を拡幅して市電を

通すかという都市計画道路計画が持ち上が

った。

これに対して木屋町沿線住民は１９２０

（ ） 「 」 、大正９ 年に 高瀬川保存会 を結成し

史蹟名勝として、また運河としても高瀬川

をこれまで通り残すべきと主張して、３千

名を超える署名を知事に提出したり、千数

百名を集める市民決起集会を開催するなど

町を挙げて強力な高瀬川暗渠化・木屋町線

拡張反対運動を展開する。しかし河原町沿

線住民も逆に「木屋町線期成同盟会」を結

成して、河原町線拡張反対の１万人を超え

る署名を内相に提出した。こうした市民の

対立を反映して市議会でも都市計画京都地

方委員会（都市計画原案を作成する国の機

関）でも大もめになるが、結局は１９２２

（ ） 。大正１１ 年に河原町線拡張に決着した

高瀬川の水運は１９２０（大正９）年に廃

止されるが、高瀬川は木屋町住民の懸命の

努力で守られ、それ以降現在まで大都市都

心の貴重な水辺環境として市民に潤いの空

間を提供してきたのである。

当面する木屋町のまちづくりの課題につ

いて、学生たちと一緒に３人のキーパース

ンの方からお話を伺った 「木屋町の情緒。

を守る会」の大島孝治さん、立誠学区自治

会連合会長の山本訓三さん、そして「れん

こんや」主人の斎藤紀一郎さんだ。話によ

れば、すでに２０年ぐらい以前から木屋町

には都心繁華街に特有の問題が多々あった

そうだ。バブル景気の過熱化にともない、

新しいタイプの風俗店が都心繁華街に続々

。「 」と進出しつつあったからだ キャバクラ

「エステ 「ファッションヘルス」などカ」

タカナの言葉が飛び交い、不法屋台や不法

駐車、ゴミ投棄なども次第に悪質化してき

た。いずれも暴力団がらみの問題だ。

暴力団のことなら警察にまかせればよ

い、といった甘い考え方はここではまった

く通用しない。地元住民が立ち上がらない

限り、警察も本気で対応することにはなら

ないからだ 「木屋町の情緒を守る会」と。

いう名前を聞くと、なんだか歴史的な町並

みを保全する住民団体のようにも思える

が、その実は、運動目的や活動内容が暴力

団対策中心だったのには驚いた。地元住民

が警察と一緒に風俗店の客引きの監視、不

法屋台・駐車取締りのための街頭パトロー

ル、夜中のゴミ投棄を監視するための徹夜

の見張り番などを繰り返す中でやっと沈静

化の兆しが見えるようになり、木屋町は暫

しの小康状態を迎えることになったとい

う。

だがしかし、私見によれば、木屋町では

すでにそれ以前から激しい地域の構造変化

が生じていたように思える。それは都心地

域の空洞化すなわち地域住民の流出であ

る。高度経済成長期には都心地域の地価が

高騰し、公害問題など環境が悪化したこと

もあって、安い土地と自然環境を求めて郊

外への若い世代の住民流出が相次いだ。と
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りわけ１９８０年代以降のバブル期には地

価の凄まじい暴騰が住民の流出に一層の拍

車をかけた。暴力団まがいの地上げや札束

攻勢で土地家屋が次から次ぎへと人手に渡

り、転がせなくなった物件は高いテナント

料を払ってくれる業種を探すようになっ

た。それが風俗店だったというわけだ。

地域の商店主たちがそこに住んで営業し

ている限り、風俗店のつけ入る隙はない。

また例え郊外に移り住んだとしても、いま

までの場所で商売を続けている場合も同様

だ。自分たちが生活している場所に風俗店

を誘致しようという人はいない。しかしい

ったん住宅や店舗が人手にわたると、この

歯止めは一挙にして崩壊する。バブル期の

高地価を吸収できるテナントは、サラ金・

パチンコ・風俗店・場外馬券売場といった

ギャンブル産業やセックス産業以外にない

からだ。だから余程の強力な都市計画規制

でもかけない限り、資本の土地利用法則に

したがって地域環境が激変していくことに

なる。その絵にかいたような事態が木屋町

で発生したのである。

（次号に続く）

京都府政情報 ⑦

京都府がＪＲ事故から学ぶべきことは何か

内野 憲（京都府職員労働組合副委員長）

大惨事となったＪＲ西日本・宝塚線の事

故の要因として 「安心安全よりも儲けを、

優先」

「現場無視のリストラ 「日勤教育に見ら」

れる職場支配」が指摘されています。ＪＲ

西・山崎次期副社長は朝日新聞とのインタ

ビューの中で 「 ＪＲ西の）今の問題点、（

は」との問に対し 「現場に人が行かなく、

なった。以前は本社の人が駅に行き、乗り

換えや時刻表などの問題点について現場と

話し合って対応策を考えたものだ。今は自

分の責任範囲以外は口出ししなくなった。

大企業病を感じる」とも述べています（６

月１日 。）

これらの指摘を府政に引き戻して見た場

合、この３月公表された「京都府経営改革

プラン」に示された今の府政が歩もうとし

ている方向の危険な姿が浮かび上がってき

ます。

「安心安全よりも儲けを優先」に関して

は、今の府政は「府政を経営体」と位置づ

け 「府民サービス」より「採算性」を優、

先させ 「受益と負担」の名のもとに弱者、

をきりすてる道を歩もうとしています。赤

字を理由にした洛東病院の廃止強行はその

象徴です 「府民の命と暮らしを守る」京。

都府の役割を投げ捨てる危険な道を歩ませ

てはなりません。

現場無視のリストラ に関しては 改「 」 、「

革プラン」で、１６年から５年間に１００

０人削減することを打ち出しています。今

の府政は、ＳＡＲＺ問題で機敏な対応をし

た亀岡と宮津保健所の廃止、台風２３号災

害で問題点の一つとして浮かび上がった舞
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鶴土木事務所の廃止など 「現場力」を弱、

めてきました 「府民の声を踏まえた地方。

機関再編の点検、総括が欠かせない （５」

）」 。月２２日京都新聞 との指摘もあります

「現場力」の強化こそ必要です。

「日勤教育に見られる職場支配」に関し

ては 「新たな人事評価システム」の平成、

１９年度本格実施をうちだしています。こ

の１月には本庁課長級を対象に「能力評価

と実績評価からなる試行」が強行されまし

た 「実績主義」が、職場に競争と差別・。

分断をもたらすことから、制度導入した民

間企業の調査でも、労使とも９割が「問題

あり」とみています。公務職場は、憲法１

５条に規定されている「全体の奉仕者」で

ある公務員が住民の福祉等の向上のため

に、それぞれの専門性を生かしながら組織

的に運営されるべきものです。

「府民の立場よりも上司を見るヒラメ型人

間」を作り出すことは、府民にとって不幸

な道です。

以上のように、京都府が今歩もうとする

、 、 。道は 府民にとって不幸な 危険な道です

改めて、府政転換の大切さを強く感じてい

ます。

京都研究所第３０回通常総会が開催される

京都自治体問題研究所第３０回通常総会が、７月２日、職員会館かもがわで開催されました。総会

には５９名の会員が出席、委任状が２９２名、計３５１名の出席（３０９名が要件）で成立。宮内尚

志常任理事が開会を宣言し、開会挨拶で土居靖範理事長は市町村合併にふれ「合併したところの定点

観測を続け、府民に判断資料を提供したい」とあいさつし、あわせて住民自治を発展させるために府

内各地で「まち研」づくりの運動に積極的に取り組もうとよびかけました。

宮本憲一先生（大阪市大名誉教授）が「地方自治その歴史と未来」と題して記念講演をおこない分

権だけでは地方自治は発展せず住民自治があってはじめて地方自治がすすむことを地方自治の歴史か

らひもとき、分権と自治を結合した未来づくりと、分権批判だけでなく公共性のリアルな例示で自治

体の維持・発展をと問題提起しました （別掲要旨）。

総会は新田昌之氏を議長に選出し、庄司俊作常任理事らが議案提案をおこないました。また、会計

監査報告を蒲昌樹監事がおこないました。そして、新事務所開設と会員増の一年の成果にたって五名

が討論、地域交通を守る政策と運動づくりの経験や、自治体を経営体として作りかえようとする危険

性と公共性を具体化した対案づくりなど、研究活動の強化と研究所への期待が強調されました。

京都府政研究をはじめ各種研究活動の展開や、団塊の世代の貴重な経験を職場と地域でいかす対策

などの方針を拍手で採択し、承認された新役員を先頭に結成３０周年の年、着実な研究所の前進を誓

って閉会しました。
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